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第六条 

１ すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発

達を図るものとし、かつ、集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合

するものとする。この協調及び整合を図るため必要な手続及びそれに対するその

後の変更は、両政府の当局間の取極によつて定める。 

２ 合衆国軍隊が使用している施設及び区域並びにそれらに隣接し又はそれらの近

傍の領水に置かれ、又は設置される燈火その他の航行補助施設及び航空保安施設

は、日本国で使用されている様式に合致しなければならない。これらの施設を設

置した日本国及び合衆国の当局は、その位置及び特徴を相互に通告しなければな

らず、かつ、それらの施設を変更し、又は新たに設置する前に予告をしなければ

ならない。 

 

 


